
 

♥対象者 申請日において、6歳未満の乳幼児と同居し、生計同一の鬼北町に 

住所を有している保護者 

国土交通省の定める安全基準(※１)に適合するチャイルドシートであること 

♥補助額 ２万円(限度額) 

購入金額が２万円を満たない場合、購入費用の３分の２(100 円未満切捨て) 

乳幼児 1人につき 1台 

申請には領収書の写しと用品全体および安全基準適合等が確認できる写真が必要です 

♥対象者 申請日において、２歳未満の乳幼児と同居し、生計同一の鬼北町に 

住所を有している保護者 

消費生活用製品の安全性を認証する基準(※２)に適合するベビーカーであること 

♥補助額 ２万円(限度額) 

購入金額が２万円を満たない場合、購入費用の３分の２(100 円未満切捨て) 

乳幼児 1人につき 1台 

申請には領収書の写しと用品全体および安全基準適合等が確認できる写真が必要です 

 

対象用品：令和 5年 4月 1 日以降に購入した用品とする 

(※１)国土交通省の定める安全基準とは…ＥＣＥ規則に準じたマークがある→(例) 

 

(※２)消費生活用製品の安全性を認証するとは 

  日本のＳＧマーク製品、ＥＵ加盟国のＣＥマーキングなどがある→(例) 

問い合わせ 〒798-1395  

愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永 800-1 

           鬼北町役場 町民生活課福祉係 

         0895-45-1111（内線 2120） 
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